
ドローンによる薬剤散布サービス利用規約 

第 1条（目的） 

1. 本規約は、有限会社めぐみ自動車販売（以下「当社」）が提供するドローンによる農薬散布サ

ービス（以下「本サービス」）の利用条件を定めるものとします。 

第 2条（定義） 

1. 「利用者」とは、本サービスを利用するすべての個人または法人を指します。 

2. 「薬剤」とは、農作物の保護および成長を促進するために使用される化学薬品を指します。 

3. 「ドローン」とは、無人航空機を指し、本サービスにおいて農薬散布を行う機器を指します。 

第 3条（利用申請） 

1. 本サービスの利用を希望する者は、当社指定の申請書に必要事項を記入し、当社に提出する

ものとします。 

2. 当社は、申請内容を審査し、以下の基準に基づき利用を承認または拒否する権利を有しま

す。 

・申請内容の正確性 

・利用者の信用状況 

・サービス提供地域の適合性 

・承認または拒否の結果は、申請者に速やかに通知します。 

第 4条（利用料金） 

1. 本サービスに関する料金は、事前に提示された見積りに基づきます。 

2. 料金の支払い方法や支払い期日は、別途契約書に定める通りとします。 

第 5条（サービス提供の範囲と条件） 

1. 当社は、薬剤散布の技術的側面に関して適切に対応し、安全にドローンを運用するための必

要な設備と運営体制を提供します。 

2. 本サービスは、利用者が指定する農地において農薬を散布するものとします。散布する農薬

の種類、量、および散布日時は、利用者が事前に当社と協議のうえ決定するものとします。 

3. 天候不良やその他の不可抗力により、予定通りの散布が困難な場合、当社は利用者に対し、

速やかにその旨を通知し、以下の代替案を提案します。 

・散布日時の変更 

・代替手段の提案（他の手段による散布） 



第 6条（利用者の義務） 

1. 利用者は、散布農薬の適法性および安全性を確認する責任を負います。 

2. 利用者は、散布農地の正確な位置情報および散布区域の明確な境界を当社に提供するもの

とします。 

3. 利用者は、散布前に農地の近隣住民および関連するすべての関係者に対し、農薬散布の日

時および内容を通知する義務を負います。通知が困難な場合は、その旨を当社に事前に連絡

するものとします。 

第 7条（責任の制限） 

1. 天候不順や不可抗力（自然災害など）によるサービス提供の遅延や中断について、当社は責

任を負いません。 

2. 利用者の提供情報に誤りがあった場合、当社はそれによる損害について責任を負いません。 

3. 本サービスの利用により、第三者に損害が発生した場合、その責任は全て利用者が負うもの

とします。ただし、当社の過失による場合はこの限りではありません。 

第 8条（キャンセルや変更、契約の解除） 

1. 利用者は、本サービスのキャンセルや変更を希望する場合、作業予定日の 7日前までに当社

に通知するものとします。 

2. キャンセルや変更の通知が規定の期間内に行われなかった場合、料金の一部または全額を

請求する場合があります。 

3. 当社は、利用者が本規約に違反した場合、直ちに契約を解除することができます。 

第 9条（個人情報の取り扱い） 

1. 利用者から提供された個人情報は、サービス提供の目的のみに使用され、当社のプライバシ

ーポリシーに基づき適切に管理されます。 

第 10条（損害賠償規約） 

1. 当社が本サービスの提供において生じた損害について、当社の過失によるものである場合に

限り、当社は責任を負います。ただし、当社加入の賠責保険の範囲（1事故 1億円）とします。 

第 11条（反社会的勢力に対する基本方針） 

1. 当社は、反社会的勢力との一切の関係を持たないことを基本方針としており、反社会的勢力

に対する排除措置を徹底しています。 



2. 利用者が反社会的勢力に関与していると当社が判断した場合、またはその疑いがある場合、

当社は直ちに契約を解除することができ、その場合、利用者に対する賠償責任を問うことがで

きます。 

3. 利用者は、本サービスの利用において、反社会的勢力に該当する者との取引または連携を行

ってはならず、そのような行為を発見した場合には速やかに当社に通知しなければなりませ

ん。 

4. 当社は、反社会的勢力との関係が確認された場合、警察等の公的機関に通報し、必要な法的

措置を講じます。 

第 12条（改定） 

1. 本規約は、法令の改正や業務上の必要に応じて改定することがあります。改定が行われた場

合、利用者には通知され、改定後の規約が適用されます。 

第 13条（準拠法及び管轄） 

1. 本規約の解釈及び適用については、日本法が適用され、万一紛争が生じた場合は、当社の

本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 

 

付則 

本規約は、2024年 6月 1日から施行されます。 


